
第 4 相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について

検 査 対 象 国税庁
会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 （款）歳入組入資金受入

（項）各税受入金
取引相場のない
株式の評価の概
要

上場株式及び気配相場等のある株式以外の取引相場のない株式につい
て、類似業種比準価額を用いて計算する類似業種比準方式、純資産価
額を用いて計算する純資産価額方式又は両価額を用いて計算する併用
方式（原則的評価方式）、評価会社の株式に係る年配当金額を基に計算
する配当還元方式（特例的評価方式）等により評価するもの

検査の対象とし
て抽出した相続
税及び贈与税の
申告において取
引相場のない株
式として評価さ
れている評価会
社数

延べ 1,785社（令和 2、 3両年）

上記のうち原則
的評価方式等を
適用していた評
価会社数

延べ 896社

上記のうち評価
明細書で類似業
種比準価額と純
資産価額の両評
価額等を確認で
きた一般の評価
会社数及び当該
各評価会社の株
式に係る申告評
価額の計

延べ 616社 168億 9281万円

前 記 の 延 べ
1,785社のうち
特例的評価方式
を適用していた
評価会社数

延べ 889社

上記のうち評価
明細書で所要の
項目を確認でき
た評価会社数及
び当該各評価会
社の株式に係る
申告評価額の計

延べ 857社 27億 0754万円

〈構成〉

1 検査の背景（655ページ）
⑴ 相続等により取得した財産に係る評価の概要（655ページ）
⑵ 取引相場のない株式に係る評価の概要（655ページ）
ア 原則的評価方式の各評価方式（656ページ）
イ 原則的評価方式の各評価方式における 1株当たりの評価額の計算式（657ページ）
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ウ 特例的評価方式（659ページ）
エ 取引相場のない株式に係る評価方法の改正状況（660ページ）

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法（660ページ）
⑴ 検査の観点及び着眼点（660ページ）
⑵ 検査の対象及び方法（660ページ）

3 検査の状況（661ページ）
⑴ 原則的評価方式による評価の状況（661ページ）
ア 納税義務者による評価方式の選択状況（661ページ）
イ 類似業種比準価額及び純資産価額（662ページ）
ウ 類似業種比準価額が純資産価額と比べて低くなる要因（665ページ）
⑵ 特例的評価方式による評価の状況（669ページ）
ア 配当還元方式による評価額（669ページ）
イ 還元率と金利水準の比較（670ページ）
ウ 還元率別の評価額の試算（671ページ）

4 本院の所見（672ページ）

1 検査の背景
⑴ 相続等により取得した財産に係る評価の概要
相続税法（昭和 25年法律第 73号）によれば、個人が相続又は遺贈により財産を取得した場
合には、その取得した財産に対して相続税を課することとされている。また、個人が贈与
により財産を取得した場合には、その取得した財産に対して贈与税を課することとされて
いる。そして、同法第 22条の規定によれば、相続、遺贈又は贈与（以下「相続等」という。）
により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によることとされてい
る。そして、財産評価基本通達（昭和 39年直資 56、直審（資）17国税庁長官通達。以下「評価通
達」という。）によれば、時価とは、課税時期における財産の現況に応じ、不特定多数の当
事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものとされ、
その価額は、評価通達の定めによって評価した価額によることとされている。
⑵ 取引相場のない株式に係る評価の概要
相続税及び贈与税の課税対象となる財産のうち、株式の価額については、評価通達によ
り、上場株式、気配相場等のある株式及びこれら以外の取引相場のない株式ごとに具体的
な評価方法が定められている。このうち、取引相場のない株式は、金融商品取引所におけ
る市場取引等のように取引価格が明らかとなっているものではない。国税庁は、その株式
の発行会社の規模が上場会社に匹敵するものから、個人企業と変わらないものまで様々で
あり、株主も実質的に会社の所有者というべき株主から従業員株主のような少数株主まで
様々で、会社への支配力に差があるとしている。このため、取引相場のない株式を同一の
方法により評価することは適当でないことから、評価通達において、評価しようとする取
引相場のない株式の発行会社（以下「評価会社」という。）の規模及び株主の区分に応じて異
なる評価方法を定めている。
そして、評価通達において、図表 1のとおり、一般の評価会社の株式について、原則的
評価方式として、 1株当たりの類似業種比準価額（以下「類似業種比準価額」という。）によ
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り評価する方式（以下「類似業種比準方式」という。）、 1株当たりの純資産価額（相続税評価
額によって計算した金額）（以下「純資産価額」という。）により評価する方式（以下「純資産価
額方式」という。）及び類似業種比準価額と純資産価額を併用することにより評価する方式
（以下「併用方式」という。）の三つの評価方式を、評価会社の規模区分に応じて選択可能な
評価方式として定めている。一方、株式を取得した株主の議決権の割合等に着目した特例
的評価方式として、評価会社の株式の年配当金額により評価する方式（以下「配当還元方
式」という。）を定めている。
また、評価通達において、評価会社の有する資産に係る価額の合計額のうちに占める株
式等又は土地等の割合がそれぞれ一定割合以上の評価会社、開業後 3年未満の評価会社、
休業中の評価会社等（以下「特定の評価会社」という。）については、一般の評価会社とは会
社の業績、資産状況等が異なることから、一般の評価会社とは区分して評価方法を定めて
いる。そして、特定の評価会社は純資産価額方式等により評価することとなっている。
図表 1 取引相場のない株式の評価方法（体系図）

取引相場のない株式

一般の評価会社の株式

原則的評価方式 特例的評価方式

類
似
業
種
比
準
方
式

併
用
方
式

純
資
産
価
額
方
式

配
当
還
元
方
式

特定の評価会社の株式
(株式等又は土地等の割合がそれ
ぞれ一定割合以上の評価会社等)

純資産価額方式等により評価

（注） 評価通達等を基に本院が作成した。

ア 原則的評価方式の各評価方式
評価通達によれば、評価会社の規模区分は、業種別に定められた総資産価額、従業員
数及び取引金額の基準に基づき、大会社、中会社及び小会社に区分されている。
そして、図表 2のとおり、評価会社の規模区分と原則的評価方式の各評価方式につい
て、大会社の株式は原則として類似業種比準方式、小会社の株式は原則として純資産価
額方式、中会社の株式は原則として併用方式により、それぞれ評価することとなってい
る。ただし、納税義務者の選択により、大会社及び中会社の株式は純資産価額方式で、
小会社の株式は併用方式で、それぞれ評価することができることとなっている。

図表 2 評価会社の規模区分と原則的評価方式の各評価方式

評価方式

評価会社の規模区分
類似業種比準方式 併用方式 純資産価額方式

大会社 � ― 〇

中会社 ― � 〇

小会社 ― 〇 �

（注） 原則の評価方式を「�」、選択可能な評価方式を「〇」で示している。
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評価通達において評価会社の規模区分別に各評価方式が定められている理由につい
て、国税庁は、上場会社に匹敵するような大会社の株式については、上場会社の株式の
評価との均衡を図ることが合理的であるため類似業種比準方式による評価を原則とし、
個人企業とそれほど変わるところがない小会社の株式については、個人企業者の会社財
産に対する持分的な性格が強いことから評価会社の正味財産に着目して純資産価額方式
による評価を原則とし、大会社と小会社の中間にある中会社の株式については、類似業
種比準価額と純資産価額を加味した併用方式による評価を原則とすることが適当である
ためとしている。
また、納税義務者の選択により、大会社及び中会社の株式を純資産価額方式で評価す
ることができることとなっている理由について、国税庁は、類似業種比準価額は市場取
引等において実際に形成されたものではなく、いわば未実現のものであるため、類似業
種比準価額が純資産価額を超える場合には、類似業種比準価額によって評価することは
適当とはいえないためであるとしている。さらに、納税義務者の選択により、小会社の
株式について併用方式で評価することができることとなっている理由について、事業規
模が小規模であるとはいえ営利を目的とする会社である以上、その株式の評価に当たっ
ては、資産価値に加えて、類似業種比準価額も考慮することにより、利益及び配当と
いった収益要素を加味することも合理的と考えられるためであるとしている。
イ 原則的評価方式の各評価方式における 1株当たりの評価額の計算式
ア 類似業種比準価額
類似業種比準方式及び併用方式で用いられている類似業種比準価額は、評価会社と
事業内容が類似する業種目

（注 1）
に属する上場会社群（以下「類似業種」という。）の株価を基

にして、 1株当たりの配当金額、 1株当たりの利益金額及び 1株当たりの純資産価額
（帳簿価額によって計算した金額）（以下「純資産価額（簿価）」といい、配当金額、利益
金額及び純資産価額（簿価）を合わせて「 3要素」という。）を加味することとなってお
り、国税庁は、これらの値を月単位で公表している。そして、類似業種比準価額は、
次の計算式のとおり、類似業種の 3要素の値に対する評価会社の 3要素それぞれの値
の割合（以下「比準割合」という。）の合計を、比準要素数である 3で除して平均値を算
出し、これに類似業種の株価及びし

�

ん
�

し
�

ゃ
�

く
�

割合
（注 2）
（大会社は 0.7、中会社は 0.6、小会

社は 0.5）を乗ずるなどして計算することとなっている。
（計算式）

類似業種比準価額　＝ 類似業種の
株価 ×

＝　A　× ×　0.7　×
1　株当たりの
資本金等の額

｢A｣は｢類似業種の株価｣
｢Ⓑ｣は｢評価会社の　1　株当たりの配当金額｣､｢B｣は｢類似業種の　1　株当たりの配当金額｣
｢Ⓒ｣は｢評価会社の　1　株当たりの利益金額｣､｢C｣は｢類似業種の　1　株当たりの利益金額｣
｢Ⓓ｣は｢評価会社の　1　株当たり純資産価額(簿価)｣､｢D｣は｢類似業種の　1　株当たり純資産価額(簿価)｣
｢Ⓑ/B｣、｢Ⓒ/C｣及び｢Ⓓ/D｣は､それぞれ配当金額､利益金額及び純資産価額(簿価)の比準割合

B
Ⓑ

C
Ⓒ

D
Ⓓ

3 50　円

3　要素の比準割合
の平均値

1　株当たりの資本金
等の額に係る調整× ×しんしゃく

割合

大会社は　0.7
中会社は　0.6
小会社は　0.5

(注)

＋ ＋

（注）「類似業種比準価額」は、 1株当たりの資本金等の額を 50円とした場合の金額として計算
することとなっているため、当該項を乗じて評価額を算出することとなっている。
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このように、類似業種比準価額の計算式は、会社の業績等を表す 3要素について類

似業種と評価会社とを比べて、相対的に株式を評価する仕組みとなっている。

（注 1） 業種目 全国の上場会社の業務状況に応じて、総務省「日本標準産業分類」の分類

項目に基づき、国税庁において大分類、中分類及び小分類に分類している業種

（注 2） しんしゃく割合 計数化が困難であるため比準要素とすることができない 3要素

以外の要素があること、現実に取引市場を持たない株式の評価であることなど

を考慮して、評価の安全性を図るために乗ずることとなっている割合

イ 純資産価額

純資産価額方式及び併用方式で用いられている純資産価額は、次の計算式のとお

り、課税時期である相続等が発生した時点において評価通達に基づき評価した評価会

社の各資産の合計額から各負債の合計額及び評価差額に対する法人税額等に相当する

金額
（注 3）

を控除して算出した額を、評価会社の課税時期における発行済株式数で除するこ

となどにより計算することとなっている
（注 4）

。

（計算式）

純資産価額　＝
資産の合計額　－　負債の合計額　－　評価差額に対する法人税額等に相当する金額

課税時期における発行済株式数

純資産価額について、国税庁は、実質的にこの評価額が他の評価方式による評価額

の上限となっているなど、評価通達における基本的な評価額として位置付けられると

している。

（注 3） 評価差額に対する法人税額等に相当する金額 純資産価額の計算上、会社資産の

評価替えに伴って生ずる相続税評価額によって計算した純資産価額から帳簿価

額によって計算した純資産価額を控除した残額に対する法人税額等に相当する

金額

（注 4） 中会社及び小会社の純資産価額については、評価会社における株式を取得した者及

びその同族関係者の有する議決権の割合が 50％以下の場合は、計算した額に 100分

の 80を乗じて得た額とすることとなっている。

ウ 併用方式による評価額

併用方式による評価額は、次の計算式のとおり、類似業種比準価額及び純資産価額

を基にして、評価会社の業種別及び規模別に定められた割合である定数「 L」を類似業

種比準価額に、「 1－ L」を純資産価額に、それぞれ乗じて求めた価額を合計すること

により計算することとなっている。そして、この「 L」の値は、中会社については更に

その規模に応じて細分化されており、規模が大きいほど「 L」の値は大きくなってい

る。また、小会社については中会社に適用される値よりも小さな値である「0.5」を適

用することとなっており、評価会社の規模が大きい区分ほど類似業種比準価額を用い

る割合が高くなっている。
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（計算式）
併用方式による評価額　＝　類似業種比準価額　×　L　＋　純資産価額　×(　1　－　L)

0.9
0.75
0.6
0.5

0.1
0.25
0.4
0.5

｢　L　｣の値 ｢　1　－　L｣の値

中会社(大)
中会社(中)
中会社(小)
小会社

ウ 特例的評価方式

評価通達によれば、評価会社の株式のうち、同族株主
（注 5）

以外の株主等が取得した株式
（注 6）

に

ついては、原則的評価方式に代えて特例的評価方式である配当還元方式により評価する

こととされている。ただし、配当還元方式による評価額が原則的評価方式による評価額

を超える場合には、原則的評価方式による評価額によることとされている。

（注 5） 同族株主 課税時期における評価会社の株主のうち、株主の 1人及びその同族関係

者の有する議決権の割合が 30％以上のグループ等に属する株主及びその同族関

係者

（注 6） 同族株主以外の株主等が取得した株式 ①同族株主のいる会社の株式のうち、a同

族株主以外の株主、bその有する議決権の割合が 5％未満で役員ではないなどの

株主が取得した株式、②同族株主のいない会社の株式のうち、aその有する議決

権の割合が 15％未満のグループに属する株主、b議決権の割合が 15％以上 30％

未満のグループに属し、かつ、その有する議決権の割合が 5％未満で役員ではな

いなどの株主が取得した株式

配当還元方式による評価額は、次の計算式のとおり、評価会社の株式を所有すること

によって受ける利益である年配当金額を一定の率（以下「還元率」という。）で割り戻すこ

とにより、その元本である株式の価額を計算することとなっており、還元率は 10％と

なっている。

（計算式）

その株式に係る年配当金額
10　％

配当還元方式による評価額　＝
その株式の　1　株当たりの資本金等の額

(注)

50　円
×

（注）「その株式に係る年配当金額」は、 1株当たりの資本金等の額を 50円とした場合の金額で
あるため、当該項を乗じて評価額を算出することとなっている。

評価通達において同族株主以外の株主等が取得した株式の評価について配当還元方式

が定められている理由について、国税庁は、事業経営への影響の少ない従業員株主等の

少数株主は会社への支配力が小さく、単に配当を期待するにとどまることや、評価手続

の簡便性も考慮したためであるとしている。また、配当還元方式による評価額が原則的

評価方式による評価額を超える場合には、原則的評価方式による評価額によることとさ

れている理由について、国税庁は、会社への支配力が小さい少数株主が取得する株式

が、原則的評価方式により評価される同族株主が取得した株式より高く評価されること

は適当とはいえないためであるとしている。
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エ 取引相場のない株式に係る評価方法の改正状況
取引相場のない株式に係る評価方法の改正状況をみると、原則的評価方式のうち、純
資産価額の計算式等については、昭和 53年に、一定条件の株主グループに属する株主
が取得した株式の評価に係る改正が行われて以降は、その評価額に大きく影響を与える
改正は行われていない。
一方、類似業種比準価額の計算式等については、41年から平成 29年にかけて、計算
式、対象とする評価会社の範囲の拡大、選択できる類似業種の範囲の拡大等の評価額に
影響を与える改正が行われている。
また、特例的評価方式である配当還元方式については、その評価額に大きく影響を与
える改正は行われておらず、還元率は昭和 39年から約 60年にわたって 10％のまま見
直されていない。

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法
⑴ 検査の観点及び着眼点
相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価については、これまで評価
方法の改正が行われており、このうち類似業種比準価額の計算式等の数次の改正は評価会
社の株式の評価額に影響を与えるものであった。また、配当還元方式の計算式については
その評価額に大きく影響を与える改正は行われておらず、その還元率についても見直され
ていない状況である。そして、上記の評価方法の改正を背景として各評価方式による評価
額の間に開差が生じているという意見等がある中、評価通達で定められている各評価方式
間の評価額の状況については特段の検証がされてきていない状況である。
そこで、本院は、有効性、公平性

（注 7）
等の観点から、評価通達で定められている取引相場の

ない株式の評価について、原則的評価方式の各評価方式による評価額の水準はどのように
なっており、相続税等の申告に当たり、異なる規模区分の評価会社が発行した取引相場の
ない株式を取得した者間で株式の評価の公平性が確保されているか、配当還元方式の還元
率は社会経済の変化に応じたものとなっているかなどに着眼して検査した。
（注 7） 会計検査院法における「その他会計検査上必要な観点」に位置付けられるものであり、本

件では、異なる規模区分の評価会社が発行した取引相場のない株式を取得した者間での株

式の評価の公平性を指す。

⑵ 検査の対象及び方法
検査に当たっては、令和 2、 3両年分の相続税及び贈与税の申告

（注 8）
のうち、相続等により

取得した財産に取引相場のない株式がある申告のリストそれぞれ 30,986件及び 148,334件
について国税庁から提出を受けて、その中から相続税及び贈与税の税目別並びに原則的評
価方式により株式の評価を行っている申告（以下「原則的評価方式による申告」という。）及
び特例的評価方式である配当還元方式により株式の評価を行っている申告（以下「配当還元
方式による申告」という。）の別に、層化抽出法により、一定の誤差の範囲内で母集団の傾
向を判断するために統計的に必要と考えられる標本の大きさを考慮して各 400件を無作為
に抽出した。そして、これらの計 1,600件の申告（当該申告において、取得財産のうち株
式が取引相場のない株式として評価されている評価会社延べ 1,785社）を対象として（図表
3参照）、国税庁から相続税及び贈与税の申告書又は申告書データ

（注 9）
、申告書に添付されて

いる取引相場のない株式の評価明細書等の関係書類の提出を受けて、株式の評価の状況を
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確認するなどして検査した。また、国税庁において、取引相場のない株式の評価に係る制

度趣旨、評価方法の根拠、見直し経緯等について説明を聴取するなどして会計実地検査を

行った。

（注 8） 税務署等において課税処理が終了した令和 2、 3両年分の申告を検査の対象とした。

（注 9） 申告書データ 国税庁が税務行政の各種事務処理を行うために運用している国税総合

管理システムに登録された相続税及び贈与税の申告書等の情報を出力したデータ

図表 3 検査の対象の抽出方法

国税庁から提出を受けた税目別申告のリスト

株
式
の
評
価
方
式

原則的
評価方
式

配当還
元方式

相続税 贈与税
[　A　]
令和　2　年分 12,419　件

3　年分 13,192　件
計　25,611　件 計　142,831　件

検査の対象とした申告書
又は申告書データ
相続税 贈与税

400　件 400　件

400　件 400　件

検査の対象：計　1,600　件

[　B　]
2　年分 70,154　件
3　年分 72,677　件

[　C　]
　2　年分 2,569　件
3　年分 2,806　件
計　5,375　件 計　5,503　件
合計　30,986　件 合計　148,334　件

[　D　]
　2　年分 2,546　件
3　年分 2,957　件

[　A　] [　B　]

[　C　] [　D　]

[　A　]～[　D　]の各層から
400　件ずつ無作為抽出

3 検査の状況

⑴ 原則的評価方式による評価の状況

ア 納税義務者による評価方式の選択状況

相続税及び贈与税に係る原則的評価方式による申告各 400件、計 800件についてみた

ところ、評価会社延べ 896社に係る取引相場のない株式が評価されており、このうち評

価明細書で所要の項目を確認できない評価会社延べ 72社、特定の評価会社延べ 184

社、計延べ 256社を除いた延べ 640社の評価額は計 186億 5521万余円となっていた。

延べ 640社について、評価会社の規模区分別の分布状況をみると、図表 4のとおり、

大会社は 98社、中会社は延べ 372社、小会社は延べ 170社となっていた。

前記のとおり、取引相場のない株式については評価会社の規模区分に応じてそれぞれ

選択可能な評価方式が定められており、納税義務者はそれらの中から評価方式を選択し

て株式を評価することとなっている。

そこで、納税義務者が選択した評価方式を評価会社の規模区分別にみると、図表 4の

とおり、大会社 98社のうち 92社（大会社の 93.8％）は類似業種比準方式により評価され

ており、中会社延べ 372社のうち延べ 345社（中会社の 92.7％）、小会社延べ 170社のう

ち延べ 153社（小会社の 90.0％）は、併用方式により評価されていた。一方、いずれの規

模区分においても、純資産価額方式により評価されていた評価会社の割合は著しく低

かった。
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図表 4 評価会社の規模区分別の評価方式の選択状況 （単位：社）

評価会社の
規模区分 評価会社数

類似業種比準方式 併用方式 純資産価額方式

大会社 98（100.0％） 92（93.8％） ― 6（6.1％）

中会社 372（100.0％） ― 345（92.7％） 27（7.2％）

小会社 170（100.0％） ― 153（90.0％） 17（10.0％）

計 640（100.0％） 92（14.3％） 498（77.8％） 50（7.8％）

（注） 割合は、小数点第 2位以下を切り捨てているため、合計しても 100％にならない。

イ 類似業種比準価額及び純資産価額

一般的に、納税義務者は納税額を低く抑えるように、評価額がより低く計算される評

価方式を選択して申告すると思料される。そして、上記のとおり、純資産価額方式によ

り評価されていた評価会社の割合は著しく低くなっていた。これらの点を考慮すると、

いずれの会社規模についても選択可能な純資産価額方式による評価額に比べて、他に選

択可能な類似業種比準方式又は併用方式による評価額は低くなる傾向があると考えら

れ、さらに、類似業種比準方式及び併用方式で用いられている類似業種比準価額は、純

資産価額に比べて低く算定される傾向があると考えられる。

そこで、 1株当たりの評価額の傾向をみるために、前記延べ 640社のうち、評価明細

書において類似業種比準価額と純資産価額が算定されていた延べ 616社について、類似

業種比準価額と純資産価額を比較した（図表 5参照）。これらの比較に当たっては、類似

業種比準価額及び純資産価額の選択又は両者の併用のために評価明細書に記載されてい

る価額を用いた。また、延べ 616社の株式の評価に係る申告は、相続税及び贈与税の申

告の両方があるが、評価通達による評価方法は同様であるため、両者を合計して比較し

た。

申告上の
評価方式

評価額の
区分

類似業種
比準価額 比較

評価会社数

類似業種
比準価額
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

類似業種
比準価額

類似業種
比準価額純資産価額 純資産価額 純資産価額

類似業種比準方式 併用方式 純資産価額方式

70

616
(①＋③＋⑤)

純資産価額

616
(②＋④＋⑥)

70 498 498 48 48

図表 5 類似業種比準価額と純資産価額の比較（概念図） （単位：社）

その結果、図表 6のとおり、類似業種比準価額の中央値は 11,622円、純資産価額の

中央値は 42,648円となっており、類似業種比準価額の中央値が純資産価額の中央値の

27.2％となっていた。
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図表 6 類似業種比準価額及び純資産価額の比較

類似業種比準価額 純資産価額

(円)

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

800,000

25　％値
2,062

75　％値
84,970

中央値
11,622

25　％値
8,505

75　％値
286,160

中央値
42,648

注⑴ 25％値、中央値及び 75％値は単位未満を切り捨てている。
注⑵ 類似業種比準価額及び純資産価額の中央値には 5％水準で統計的に有意な差があり、これ

は、相続税及び贈与税の税目別にみても同様となっていた。

また、前記延べ 616社のうち、純資産価額が 0円であった 4社を除いた延べ 612社に
ついて、各評価会社の純資産価額に対する類似業種比準価額の割合の分布状況をみたと
ころ、図表 7のとおり、中央値は 0.25倍となっており、延べ 477社（全体の 77.9％）が
0.5倍未満となっていた。
図表 7 純資産価額に対する類似業種比準価額の割合の分布状況

20

0

40

60

80

100

120

140

160

180
0.5　倍未満　477　社(77.9　％)評価会社数(社)

0.1
　倍
未満

0.1
　倍
以上

　0.2
　倍
未満

0.2
　倍
以上

　0.3
　倍
未満

0.3
倍以
上　0.4

　倍
未満

0.4
倍以
上　0.5

　倍
未満

0.5
　倍
以上

　0.6
　倍
未満

0.6
　倍
以上

　0.7
　倍
未満

0.7
　倍
以上

　0.8
　倍
未満

0.8
　倍
以上

　0.9
　倍
未満

0.9
　倍
以上

　1.0
　倍
未満

1.0
　倍
以上

　1.1
　倍
未満

1.1
　倍
以上

　1.2
　倍
未満

1.2
　倍
以上

　1.3
　倍
未満

1.3
　倍
以上

　1.4
　倍
未満

1.4
　倍
以上

　1.5
　倍
未満

1.5
　倍
以上

46

155
148

79

49

26
32

20
9 4 5 4 3 3 2 27

中央値　0.25　倍

注⑴ 「1.5倍以上」の階級の評価会社数は、当該階級の間隔が標準の階級間隔より広いため、縦
軸目盛りとは一致しない。

注⑵ 中央値は小数点第 3位以下、全体に占める 0.5倍未満の評価会社数の割合は小数点第 2位
以下を、それぞれ切り捨てている。

注⑶ 相続税及び贈与税の税目別にみた中央値はそれぞれ 0.27倍及び 0.25倍であり、両者には
5％水準で統計的に有意な差はなかった。

このように、類似業種比準価額は純資産価額に比べて相当程度低い水準にあるため、
類似業種比準方式及び併用方式による各評価額は純資産価額方式による評価額に比べて
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相当程度低く算定され、各評価方式の間で 1株当たりの評価額に相当のか
�

い
�

離が生じて

いる状況となっていた。

以上のように、層化抽出法により無作為に抽出した申告を対象として検査した状況

は、 2、 3両年分の相続税及び贈与税の申告における取引相場のない株式の評価全体で

もおおむね同様の傾向にあると考えられる。

さらに、各評価方式の間で 1株当たりの評価額にか
�

い
�

離が生じている状況について、

評価会社の規模区分別に、各評価会社の純資産価額と実際に申告された各評価方式によ

る評価額（以下「申告評価額」という。）との関係をみるために、前記の延べ 612社につい

て、純資産価額に対する申告評価額の割合の分布状況をみたところ、図表 8のとおり、

その中央値は、大会社 0.32倍、中会社 0.50倍、小会社 0.61倍となっており、申告評価

額は、評価会社の規模が大きい区分ほど純資産価額に比べて低くなる状況となってい

た。

図表 8 評価会社の規模区分別の純資産価額に対する申告評価額の割合の分布状況
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0.5
　倍
以上

　0.6
　倍
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　0.4
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0.2
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　0.3
　倍
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0.1
　倍
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　0.2
　倍
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0.0
　倍
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　0.1
　倍
未満

0.6
　倍
以上

　0.7
　倍
未満

0.7
　倍
以上

　0.8
　倍
未満

0.8
　倍
以上

　0.9
　倍
未満

0.9
　倍
以上

　1.0
　倍
未満

1.0
　倍
以上

　1.1
　倍
未満

1.1
　倍
以上

　1.2
　倍
未満

1.2
　倍
以上

　1.3
　倍
未満

大会社
中央値
0.32　倍

中会社
中央値
0.50　倍

小会社
中央値
0.61　倍

小会社中会社大会社

（注） 中央値は、小数点第 3位以下を切り捨てている。

このような状況となっているのは、類似業種比準価額は純資産価額に比べて相当程度

低く算定される傾向がある中で、大会社が選択可能な類似業種比準方式では類似業種比

準価額がそのまま評価額となるのに対して、中会社及び小会社が選択可能な併用方式で

は類似業種比準価額を考慮する割合（「 L」の値）が中会社ではその規模が大きい順に

0.9、0.75、0.6、小会社では 0.5となっていて、その残りの割合は純資産価額を適用する

ことになっているためである。このため、評価会社の規模が大きい区分ほど株式の評価

額が相対的に低く算定される傾向にある。

各評価方式の間で 1株当たりの評価額にか
�

い
�

離が生じており、評価会社の規模が大き

い区分ほど純資産価額に比べて申告評価額が低くなる状況について、国税庁は、当該か
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い離を考慮して、会社の規模区分を変えるための操作や、特定の評価会社の要件に該当
しないようにするための操作をするなどして、税負担の軽減を図る納税義務者が現に存
在するとしている。
また、各評価方式の間で 1株当たりの評価額にか

�

い
�

離が生じている状況の影響につい
てみるために、前記の延べ 616社について、申告評価額と純資産価額方式による評価額
のそれぞれに実際に申告された取得株式数を乗じた額を比較した。その結果、申告評価
額の合計 168億 9281万余円に対して、純資産価額方式による評価額の合計は 396億
7909万余円となり、227億 8628万余円の開差が生じていた。
このように、原則的評価方式においては、類似業種比準方式及び併用方式による評価
額が純資産価額方式による評価額に比べて相当程度低く算定される傾向となっており、
申告評価額の合計額と純資産価額方式による評価額の合計額を算出して比較したとこ
ろ、前者が後者の 2分の 1を下回ることとなる大きな開差が生じていた。
ウ 類似業種比準価額が純資産価額と比べて低くなる要因
ア 類似業種比準価額の計算式等に係る評価通達の改正による影響
前記のとおり、類似業種比準価額の計算式等については昭和 41年から平成 29年に
かけて改正が行われている。その主な内容は、図表 9のとおり、①計算式において常
数「 3」又は「 1」などをし

�

ん
�

し
�

ゃ
�

く
�

割合「0.7」に置き換える改正、また、中会社及び小
会社についてのし

�

ん
�

し
�

ゃ
�

く
�

割合を「0.7」からそれぞれ「0.6」及び「0.5」に引き下げる改
正、②類似業種の株価の選択に当たっての業種目及び対象期間の範囲を広げる改正、
③比準要素である評価会社の 1株当たりの利益金額の選択に当たっての対象時期の範
囲を広げる改正となっている。
その結果、①の改正において、 3要素以外の要素を評価に反映するための常数がな
くなることにより、評価における 3要素の値の影響が強まり、 3要素の各比準割合が
低くなる場合に、改正前に比べて評価額が下がることになった。また、中会社及び小
会社のし

�

ん
�

し
�

ゃ
�

く
�

割合が引き下げられたことにより、中会社及び小会社の株式の評価
額が下がることになった。さらに、②及び③の改正において、類似業種の株価や評価
会社の 1株当たりの利益金額について、より選択範囲が広げられるとともに、最も低
い金額を選択することが可能になったことにより、類似業種比準価額を下げることが
可能になった。
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図表 9 類似業種比準価額の計算式等に係る評価通達の主な改正状況

③評価会社の
　1　株当たりの
利益金額
　　(①の｢Ⓒ｣)

②類似業種の
株価
　　(①の｢A｣)

｢直前期末以前　1　年間｣又は｢直前期末以前　2　年
間｣における法人税の課税所得金額等を基に計
算した金額

｢直前期末以前　1　年間｣における法人税の
課税所得金額等を基に計算した金額

【対象期間】
｢課税時期の属する月以前　3　か月間の各月の類
似業種の株価のうち最も低いもの｣､｢類似業種
の前年平均株価｣又は｢課税時期の属する月以
前　2　年間の類似業種の平均株価｣

【対象期間】
｢課税時期の属する月中の類似業種の株
価」

【業種目】
小分類に区分されているもの
｢小分類による業種目｣又は｢その業種目の属す
る中分類の業種目｣
小分類に区分されていない中分類のもの
｢中分類の業種目｣又は｢その業種目の属する大
分類の業種目｣

【業種目】
小分類に区分されているもの
｢小分類による業種目｣

小分類に区分されていない中分類のもの
｢中分類の業種目｣

(注)　二つの式のいずれか低い方を類似
　　業種比準価額とする。

注⑴　｢0.7｣は評価の安全性を考慮したしん
　　しゃく割合
注⑵　しんしゃく割合は､中会社及び小会社の
　　株式を評価する場合はそれぞれ｢0.6｣及び
　　｢0.5｣を用いる。

①計算式
区分 現行 評価通達制定当時(昭和　39　年)

・・・
・・

× ×＋＋

3
C
Ⓒ

D
Ⓓ

B
Ⓑ

A 0.7 × ＋ ＋＋

6
C
Ⓒ

D
Ⓓ

B
Ⓑ

A
3

× ＋ ＋＋

4
C
Ⓒ

D
Ⓓ

B
Ⓑ

A
1

（注） 計算式の記号の内容については、 1⑵イアの計算式を参照

評価通達においては、評価会社の規模区分等に応じて異なる評価方式が定められて
いる。これらの各評価方式の間では必ずしも評価額が同水準となることが予定されて
いるものではないものの、近年、純資産価額の計算式については改正されていない一
方で、類似業種比準価額が下がる方向で評価通達が改正されてきたことにより、類似
業種比準価額と純資産価額の差は、計算式上、評価通達の制定当時と比べて拡大して
いると思料される。
上記について、事例を示すと次のとおりである。
〈事例〉

相続人 Aは、令和 3年 11月に、相続により大会社である評価会社が発行した取引相場

のない株式を取得し、この株式の評価に当たり、類似業種比準方式を選択し、類似業種比

準価額を次のように 30,943円と算定していた。

5　円
6　円　40　銭

3

15　円
23　円

653　円
260　円

類似業種
の株価

配当
金額

利益
金額

純資産価額
（簿価）

　1　株当たりの
資本金等の額
に係る調整

類似業種
比準価額

しんしゃく
割合

540　円 ×
3,125　円

＝ 30,943　円
50　円

0.7× ×
＋＋

上記のうち、類似業種の株価については、業種目「生活関連サービス、娯楽業」の 3年

11月における株価を適用し、①課税時期の属する月以前 3か月間の各月の株価 655円、

646円及び 625円のうち最も低い株価 625円、②類似業種の前年平均株価 540円、③課税
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時期の属する月以前 2年間の平均株価 575円のうち、最も低い株価 540円を選択してい

た。

また、評価会社の 1株当たりの利益金額については、①直前期末以前 1年間における法

人税の課税所得金額等を基に計算した金額 26円、②直前期末以前 2年間の各事業年度に

おける法人税の課税所得金額等を基に計算した金額 15円のうち、より低い金額 15円を選

択していた。

このように、類似業種の株価は①から③までのうち最も低い株価、評価会社の 1株当た

りの利益全額は①又は②のうちより低い金額をそれぞれ選択できることは、類似業種比準

価額が下がる要因になっていた。

イ 類似業種比準価額の計算式における配当金額の影響
類似業種比準価額は、 3要素の各比準割合の合計を、比準要素数である 3で除し
て、これに類似業種の株価を乗ずるなどして計算している（ 1⑵イア参照）。
そこで、前記延べ 640社のうち、類似業種比準方式及び併用方式が選択されていた
延べ 590社について、 3要素の各比準割合の中央値の状況をみたところ、配当金額の
比準割合は 0、利益金額の比準割合は 0.30、純資産価額（簿価）の比準割合は 2.29と
なっていた。
このように、配当金額の比準割合の中央値が 0であったことから、評価会社の配当
金額の比準割合の状況をみたところ、図表 10のとおり、延べ 469社（延べ 590社の
79.4％）の比準割合が 0となっていた。

図表10 類似業種比準方式及び併用方式が選択されていた延べ 590社における配当金額の比準
割合の状況 （単位：社）

評価方式 評価会社数 配当金額の比準割合が 0で
あった評価会社数

配当金額の比準割合が 0で
はなかった評価会社数

類似業種比準方式 92（100.0％） 43（46.7％） 49（53.2％）

併用方式 498（100.0％） 426（85.5％） 72（14.4％）

計 590（100.0％） 469（79.4％） 121（20.5％）

（注） 割合は、小数点第 2位以下を切り捨てているため、合計しても 100％にならない。

そして、配当金額を計上しておらず配当金額の比準割合が 0となっていた延べ 469

社のうち同族株主等の上位 3者が有する株式の総数等がその会社の発行済株式の総数
等の 50％を超える評価会社は、99.5％を占める状況となっていた。一般的に、この
ような会社は、不特定多数の株主を抱える大規模な会社に比べて、配当金額が低く抑
えられる傾向があるとされている。
このような背景がある中で、配当金額を計上していない評価会社の類似業種比準価
額の計算においては、実質的には二つの比準要素の合計を 3で除するなどして評価額
を算定することになるため、評価額が下がることになる。
また、前記延べ 590社のうち配当金額を計上していた 121社における配当金額の比
準割合をみたところ、図表 11のとおり、配当金額の比準割合が 1.0未満であり、類
似業種と比べると配当金額の水準が低い会社が 75社と全体の 61.9％を占めていた。
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図表11 配当金額を計上していた 121社における配当金額の比準割合の状況

0.2
　未
満

0.2
　以
上　0.4

　未
満

0.4
　以
上　0.6

　未
満

0.6
　以
上　0.8

　未
満

0.8
　以
上　1.0

　未
満

1.0
　以
上　1.2

　未
満

1.2
　以
上　1.4

　未
満

1.4
　以
上　1.6

　未
満

1.6
　以
上　1.8

　未
満

1.8
　以
上　2.0

　未
満

2.0
　以
上

0

5

10

15

20

25
評価会社数(社)

比準割合

16
15

22

16

6
5

9

6

3 3

20

類似業種と比べて配当金額の
水準が低い　75　社(61.9　％)

類似業種と比べて配当金額の
水準が高い　46　社(38.0　％)

注⑴ 「2.0以上」の階級の評価会社数は、当該階級の間隔が標準の階級間隔より広いため、縦軸
目盛りとは一致しない。

注⑵ 割合は、小数点第 2位以下を切り捨てているため、合計しても 100％にならない。

さらに、類似業種及び評価会社における配当金額の動向による配当金額の比準割合
への影響並びにこれに伴う類似業種比準価額への影響をみるために、前記延べ 590社
のうち 30年から令和 3年までの 4年間の配当金額が確認できた延べ 498社につい
て、当該配当金額の平均額及び国税庁が公表している類似業種の配当金額の平均額を
用いて、配当金額の比準割合の平均値に係る推移を確認した。その結果、図表 12の
とおり、配当金額の比準割合の平均値は平成 30年から令和 3年にかけて減少してい
た。これは、 3年の評価会社の配当金額の平均額は平成 30年と比べてほぼ横ばいで
あったのに対して、令和 3年の類似業種の配当金額の平均額は平成 30年と比べて大
幅に増加したことによるものである。

30年から令和 3年までの期間のように、特定の期間において、評価会社の配当金
額が横ばいの状況であっても、類似業種の配当金額が増加している場合には、配当金
額の比準割合が下がるため、類似業種比準価額は下がることになる。
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図表12 類似業種及び評価会社の配当金額の平均額並びに配当金額の比準割合の平均値の
推移

60.0

0.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

30　年 2　年 3　年令和元年

平成　30　年比(％)

類似業種の配当金額 評価会社の配当金額 配当金額の比準割合

100.0

116.8

134.7

152.7

100.1

109.3

94.9

84.4 84.4
77.7

（注） 割合は、小数点第 2位以下を切り捨てている。

このように、配当金額を計上していなかった評価会社が約 80％を占めている状
況、配当金額を計上していた評価会社においても類似業種と比べて配当金額の低い評
価会社が 60％超となっている状況、及び、近年では、類似業種と評価会社の配当金
額の動向が異なることにより、評価会社の配当金額の動向にかかわらず比準割合が減
少している状況に鑑みると、類似業種比準価額の計算式は評価会社の業績等の実態を
踏まえて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがある。
以上のとおり、取引相場のない株式は金融商品取引所における市場取引等のように取
引価格が明らかとなっているものではなく、評価通達により評価会社の規模区分等に応
じて異なる評価方式が定められている。このため、各評価方式の間で同水準の評価額を
算定することが必ずしも予定されているわけではない。しかし、類似業種比準方式及び
併用方式による評価額は純資産価額方式による評価額に比べて相当程度低く算定される
などして、各評価方式の間で評価額に相当のか

�

い
�

離が生じている状況となっている。
このような状況は、類似業種比準価額の計算式等について、評価額が下がる方向で評
価通達の数次の改正が行われてきたこと、その計算式が評価会社の業績等の実態を踏ま
えて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがあることなどが要因と
なっていると思料される。
その結果、類似業種比準価額を適用する割合がより高くなる規模の大きな区分の会社
ほど評価額が相対的に低く算定される傾向にあり、このような状況は、異なる規模区分
の評価会社が発行した取引相場のない株式を取得した者間で株式の評価の公平性が必ず
しも確保されているとはいえないと思料される。

⑵ 特例的評価方式による評価の状況
ア 配当還元方式による評価額
評価通達において、株主の議決権の割合等の区分に応じた評価方法が定められてお
り、同族株主以外の株主等が取得した株式については、原則的評価方式に代えて特例的
評価方式である配当還元方式で評価することとなっている。そして、事業経営への影響
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の少ない従業員株主等の少数株主は会社への支配力が小さく、単に配当を期待するにと
どまることや、評価手続の簡便性を考慮して、配当還元方式は、年配当金額を基に株式
の価額を計算する評価方式とされている。
相続税及び贈与税に係る配当還元方式による申告各 400件、計 800件についてみたと
ころ、評価会社延べ 889社に係る取引相場のない株式が評価されており、このうち評価
明細書で所要の項目を確認できない評価会社延べ 32社を除いた延べ 857社の評価額は
計 27億 0754万余円となっていた。
延べ 857社について、評価額の算定の基礎となる配当の分配状況をみたところ、延べ

533社（62.1％）が配当を分配していた。
また、年配当金額等を基に計算される延べ 857社の 1株当たりの評価額をみたとこ
ろ、その中央値は 500円となっていた。
イ 還元率と金利水準の比較
配当還元方式では、評価会社の株式を保有することによって受ける利益である年配当
金額を還元率で割り戻すことなどにより、その元本である株式の評価額が決定される。
例えば、年配当金額が 100円で還元率が 10％の場合の評価額は 1,000円となるのに対
して、年配当金額が 100円で還元率が 5％の場合の評価額は 2,000円となる。このた
め、年配当金額が同額の場合、還元率が高くなるほど株式の評価額は低くなる仕組みと
なっており、還元率の値はその評価額に大きな影響を与えることになる。
還元率を 10％に設定していることについて、国税庁は、昭和 39年の評価通達制定当
時の金利等を参考とし、評価の安全性を図ることも考慮して設定したものであるとして
いる。
そこで、金利等の状況について、評価通達が制定された 39年以降の長期国債の流通
利回り及び応募者利回りの推移をみたところ、図表 13のとおり、40年代及び 50年代
は約 6％から約 10％までの間で推移し、その後、長期的に低下して、平成 10年以降は
ほぼ 2％以下で推移していた。
しかし、我が国の金利の水準が長期的に低下してきている中、還元率は、評価通達の
制定以降、見直されていない。
図表13 長期国債の流通利回り及び応募者利回りの推移

12

10

8

6

4

2

0

－2

(％) 流通利回り 応募者利回り

昭和
39
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4

年
平成
元
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（注） 日本証券業協会「公社債店頭売買参考統計値表」、財務省「国債統計年報」等を基に本院にお
いて作成した。

第
4
章

第
2
節

特
定
検
査
対
象
に
関
す
る
検
査
状
況

第
4

― 670 ―



ウ 還元率別の評価額の試算
還元率は、金利等を参考にして設定されたものである。また、還元率を用いた配当還
元方式による評価額が原則的評価方式による評価額を超える場合には、原則的評価方式
による評価額によることとされている。
そこで、金利等を参考にして設定された還元率を用いた配当還元方式による評価額が
原則的評価方式による評価額と同水準になる還元率の水準をみるために、前記延べ 857

社のうち、評価明細書において原則的評価方式による評価額も記載されていた延べ 246

社について、株式に係る配当金額が一定であるとの条件の下、配当還元方式において、
9％から 1％までの仮の還元率を用いて評価額を試算し、それぞれの還元率において原
則的評価方式による評価額を超えない評価会社数を試算した。
その結果、図表 14のとおり、配当還元方式による評価額が原則的評価方式による評
価額を超えない評価会社は、還元率が 9％の場合には延べ 242社（延べ 246社の
98.3％）、 7％の場合には延べ 234社（同 95.1％）、 5％の場合には延べ 225社（同
91.4％）を占めることになり、大部分の評価会社においては、配当還元方式による評価
額が原則的評価方式による評価額を上回ることはないこととなっていた。以上のよう
に、層化抽出法により無作為に抽出した申告を対象として検査した状況は、令和 2、 3

両年分の相続税及び贈与税の申告における取引相場のない株式の評価全体でもおおむね
同様の傾向にあると考えられる。

図表14 配当還元方式において仮の還元率を用いて評価額を試算した場合に、当該還元率にお
いて原則的評価方式による評価額を超えない評価会社数 （単位：社）

還元率 9％ 8％ 7％ 6％ 5％ 4％ 3％ 2％ 1％

原則的評価方式による
評価額を超えない評価
会社数

242 239 234 231 225 213 190 140 78

評価会社延べ 246社に
占める割合 98.3％ 97.1％ 95.1％ 93.9％ 91.4％ 86.5％ 77.2％ 56.9％ 31.7％

（注） 割合は、小数点第 2位以下を切り捨てている。

上記の結果を踏まえ、前記延べ 857社の配当還元方式による評価額計 27億 0754万余
円について、大部分の評価会社において配当還元方式による評価額が原則的評価方式の
評価額を上回らなかった 9％から 5％までの範囲で仮の還元率別の評価額を試算したと
ころ、図表 15のとおり、評価額は還元率が 9％の場合の計 30億 0838万余円から還元
率が 5％の場合の計 54億 1509万余円までとなり、評価額は還元率が 10％の場合に比
べて 3億 0083万余円から 27億 0754万余円までの範囲で増加することになる。
図表 15 還元率別の評価額の試算 （単位：万円）

還元率 評価額計 還元率が 10％の場合の
評価額計との差額

10％ 27億 0754

9％ 30億 0838 3億 0083

8％ 33億 8443 6億 7688

7％ 38億 6792 11億 6037

6％ 45億 1258 18億 0503

5％ 54億 1509 27億 0754

（注） 還元率が 10％の場合の評価額計は、申告評価額である。
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配当還元方式の還元率は、評価通達の制定当時の金利等を参考にしたものであるこ

と、長期国債の流通利回りなどの金利の水準が長期的に低下してきている状況等を踏ま

えると、10％の還元率は、社会経済の変化に応じたものとはなっておらず、評価の安

全性を考慮しているものであるとしても、近年の金利の水準と比べて相対的に高い率と

なっているおそれがある。このため、これに基づいて算定される配当還元方式による評

価額は評価通達の制定当時と比べて相対的に低くなっているおそれがあると思料され

る。

4 本院の所見

相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価については、これまで評価方

法の改正が行われている。その中で、原則的評価方式のうち、純資産価額の計算式等につい

ては、昭和 53年の改正以降は、その評価額に大きく影響を与える改正は行われていない一

方、類似業種比準価額の計算式等についてその評価額が下がる方向で数次の改正が行われて

いる。

また、特例的評価方式である配当還元方式については、評価額に大きな影響を与える改正

は行われておらず、還元率についても金利等の水準に応じて見直されていない。

そこで、本院において、原則的評価方式の各評価方式による評価額の水準はどのように

なっており、相続税等の申告に当たり、異なる規模区分の評価会社が発行した取引相場のな

い株式を取得した者間で株式の評価の公平性が確保されているか、配当還元方式の還元率は

社会経済の変化に応じたものとなっているかなどに着眼して検査したところ、次のような状

況となっていた。

原則的評価方式においては、類似業種比準方式及び併用方式による評価額が純資産価額方

式による評価額に比べて相当程度低く算定される傾向があり、各評価方式の間で評価額に相

当のか
�

い
�

離が生じており、申告評価額は、評価会社の規模が大きい区分ほど純資産価額に比

べて低くなる状況となっていた。このような状況について、国税庁は、当該かい離を考慮し

て、評価会社の規模区分を変えるための操作や、特定の評価会社の要件に該当しないように

するための操作をするなどして、税負担の軽減を図る納税義務者が現に存在するとしてい

る。

また、配当還元方式の還元率は、39年の評価通達制定当時の金利等を参考にするなどし

て設定したとしているが、その後、我が国の金利の水準は長期的に低下してきているのに、

見直されていない。

このように、原則的評価方式において各評価方式の間で評価額にか
�

い
�

離が生じていること

により、類似業種比準価額を適用する割合がより高くなる規模の大きな区分の会社ほど評価

額が相対的に低く算定されることになり、この状況は評価通達の改正等の影響により拡大し

たと思料される。このような状況は、取引相場のない株式では各評価方式による評価額が同

水準となることが必ずしも予定されていないことを考慮したとしてもなお、異なる規模区分

の評価会社が発行した取引相場のない株式を取得した者間で株式の評価の公平性が必ずしも

確保されているとはいえないと思料される。
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また、配当還元方式の還元率は、社会経済の変化に応じたものとはなっておらず、評価の
安全性を考慮しているものであるとしても、近年の金利の水準と比べて相対的に高い率と
なっているおそれがある。このため、これに基づいて算定される評価額は通達制定当時と比
べて相対的に低くなっているおそれがあると思料される。
ついては、国税庁において、相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価
について、異なる規模区分の評価会社が発行した取引相場のない株式を取得した者間での株
式の評価の公平性や社会経済の変化を考慮するなどして、評価制度の在り方について様々な
視点からより適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要である。

本院としては、今後とも相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価につ
いて、引き続き注視していくこととする。
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